
四

宇
宙
に
関
す
る
科
学
に
関
し
、
日
本
国
政
府

を
代
表
し
て
行
う
外
国
政
府
と
の
交
渉
及
び
協

力
に
関
す
る
こ
と
。

﹇
新
設
﹈

五

宇
宙
に
関
す
る
科
学
に
関
し
、
日
本
国
政
府

を
代
表
し
て
行
う
国
際
機
関
等
へ
の
参
加
及
び

国
際
機
関
等
と
の
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

﹇
新
設
﹈

六

宇
宙
に
関
す
る
科
学
に
関
す
る
条
約
そ
の
他

の
国
際
約
束
の
締
結
の
準
備
及
び
そ
の
実
施
に

関
す
る
こ
と
。

﹇
新
設
﹈

７

宇
宙
・
海
洋
安
全
保
障
政
策
室
に
、
室
長
を
置

く
。

７

海
上
安
全
保
障
政
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。

８

新
安
全
保
障
課
題
政
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

８

宇
宙
・
サ
イ
バ
ー
政
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

日
本
国
の
安
全
保
障
に
係
る
基
本
的
な
外
交

政
策
の
う
ち
経
済
、
技
術
、
サ
イ
バ
ー
そ
の
他

の
事
項
に
関
す
る
新
た
な
安
全
保
障
上
の
課
題

に
関
す
る
も
の
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ

と
。

一

日
本
国
の
安
全
保
障
に
係
る
基
本
的
な
外
交

政
策
の
う
ち
宇
宙
及
び
サ
イ
バ
ー
に
関
す
る
も

の
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二

﹇
略
﹈

二

﹇
同
上
﹈

﹇
削
る
﹈

三

宇
宙
に
関
す
る
科
学
に
係
る
外
交
政
策
に
関

す
る
こ
と
。

﹇
削
る
﹈

四

宇
宙
に
関
す
る
科
学
に
関
し
、
日
本
国
政
府

を
代
表
し
て
行
う
外
国
政
府
と
の
交
渉
及
び
協

力
に
関
す
る
こ
と
。

﹇
削
る
﹈

五

宇
宙
に
関
す
る
科
学
に
関
し
、
日
本
国
政
府

を
代
表
し
て
行
う
国
際
機
関
等
へ
の
参
加
及
び

国
際
機
関
等
と
の
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

﹇
削
る
﹈

六

宇
宙
に
関
す
る
科
学
に
関
す
る
条
約
そ
の
他

の
国
際
約
束
の
締
結
の
準
備
及
び
そ
の
実
施
に

関
す
る
こ
と
。

９

新
安
全
保
障
課
題
政
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。

９

宇
宙
・
サ
イ
バ
ー
政
策
室
に
、
室
長
を
置
く
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍

線
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

商
標
法
施
行
規
則
及
び
商
標
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な

い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
国
際
登
録
出
願
の
願
書
等
の
送
付
）

第
二
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
商
標
法
第
六
十
八

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
登
録
出
願
の

願
書
及
び
必
要
な
書
面
の
送
付
に
代
え
て
、
こ
れ

ら
の
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電
磁
的
方

法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の

知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法

を
い
う
。）に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
国
際
事
務
局

に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
特
許
庁
長
官
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
送
付
し

た
も
の
と
み
な
す
。

﹇
新
設
﹈

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
商
標
法
第
六
十
八
条

の
三
第
三
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
送

付
し
た
国
際
登
録
出
願
の
願
書
の
写
し
」
と
あ
る

の
は
「
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
し
た
事
項
を
記

載
し
た
書
面
」
と
す
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

第
二
条

商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
更
正
の
通
報
）

（
更
正
の
通
報
）

第
九
条
の
四

商
標
法
施
行
令
第
三
条
第
二
項
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
通
報
は
、
標
章
の
国
際
登

録
に
関
す
る
マ
ド
リ
ッ
ド
協
定
の
千
九
百
八
十
九

年
六
月
二
十
七
日
に
マ
ド
リ
ッ
ド
で
採
択
さ
れ
た

議
定
書
に
基
づ
く
規
則
（
第
十
五
条
の
二
に
お
い

て
「
議
定
書
に
基
づ
く
規
則
」
と
い
う
。）第
二
十

八
規
則

の
規
定
に
よ
る
更
正
の
通
報
と
す
る
。

第
九
条
の
四

商
標
法
施
行
令
第
三
条
第
二
項
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
通
報
は
、
標
章
の
国
際
登

録
に
関
す
る
マ
ド
リ
ッ
ド
協
定
及
び
同
協
定
の
議

定
書
に
基
づ
く
共
通
規
則
（
第
十
五
条
の
二
に
お

い
て
「
共
通
規
則
」
と
い
う
。）第
二
十
八
規
則

の
規
定
に
よ
る
更
正
の
通
報
と
す
る
。

（
個
別
手
数
料
の
納
付
期
間
）

（
個
別
手
数
料
の
納
付
期
間
）

第
十
五
条
の
二

商
標
法
第
六
十
八
条
の
三
十
第
二

項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
商
標
登

録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達

第
十
五
条
の
二

商
標
法
第
六
十
八
条
の
三
十
第
二

項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
商
標
登

録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
審
決
の
謄
本
の
送
達

令和元年月日 火曜日 第号官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
三
十
九
号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
六
十
八
条
の
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た

め
、
商
標
法
施
行
規
則
及
び
商
標
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

菅
原

一
秀


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